
庁      議  

              日時：１０月２６日（火）ＡM８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

【協議事項】 

 

１ 指定管理者の指定について（道の駅おおた交流センター）       農政部長 

 

 

【連絡事項】 

 

１ 包括連携協定の締結について                    企画部長 

 

２ 「太田市くらしの便利帳」発行について               市民生活部長 

 

３ 新型コロナワクチンの接種状況と市営集団接種会場第３期スケジュール 健康医療部長 

及び会場閉鎖について   

 

４ 新春敬老事業コンサートの開催について               健康医療部長 

 

５ 太田都市計画道路（本町新井線）の都市計画変更について       都市政策部長 

 

 

【その他】 

 

１ １２月定例会日程表について                    議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆１１月９日（火）AM８：３０～ ＜庁議室＞ 案件名報告：１０月２７日 (水)PM5:00 
                                    資 料 提 出：１１月 １日 (月)PM5:00 



 １０ 月 ２６ 日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              農政部長 氏名 田村 武磨 外線（TEL）２０－９７１４  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  指定管理者の指定について（道の駅おおた交流センター） 

 

【 目 的 】 

  公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の 

規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、 

議会の議決を求めるものです。 

 

【 概 要 】 

１ 指定管理者の指定について（公募） 

    ○施 設 の 名 称 ： 道の駅おおた交流センター 

    ○指定管理者となる団体 ： ・団体名  特定非営利活動法人 Way To The Dream 

                        理事長  増 田 一 成 

・所在地  太田市藪塚町１８６１番地４１ 

 

２ 指定の期間 

    令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 

 

  ３ 指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

    ・１０月 １日  指定管理者候補者審査委員会を開催し、指定管理者の候補者を 

選定 

    ・１１月１２日  都市産業委員会協議会に報告 

    ・１１月     １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

    ・１２月     指定管理者の指定（公告） 

・ ３月     基本協定書の締結 

・ ４月     指定管理者による施設の管理 

 

４ 指定管理による施設の管理開始（予定） 

    令和４年４月１日より 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  農政部 農業政策課 地産地消推進係 外線 0276-20-9714 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月２６日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 栗原 直樹  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 包括連携協定の締結について 

 

【 目 的 】 

 本市と民間企業等が、相互に連携し、地域社会の発展と市民サービスの更なる向上を推進す

ることを目的に包括連携協定を締結するもの。 

 

【 概 要 】 

１．協 定 先  群馬県理容生活衛生同業組合 太田支部長 田島 院 

         明治安田生命保険相互会社 太田支社長 丸山博史 

２．主な協定内容 

（１）健康増進に関すること 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること 

（３）子育て支援・保育対策に関すること 

（４）青少年育成・教育に関すること 

（５）高齢者支援に関すること 

（６）スポーツの振興に関すること 

（７）シティプロモーションに関すること 

（８）市政情報の発信に関すること 

（９）環境保全に関すること 

（10）災害等における地域支援に関すること 

（11）持続可能な開発目標（SDGｓ）の実現に向けた施策の推進に関すること 

    など 

３．協定締結日 令和３年１０月２５日（月） 群馬県理容生活衛生同業組合太田支部 

         令和３年１０月２６日（火） 明治安田生命保険相互会社太田支社 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月２６日 庁議提出案件           資料No.２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏   内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

「太田市くらしの便利帳」発行について 

 

【 目 的 】 

くらしの便利帳は、行政情報のほか、日々の生活に密着した様々な暮らしの情報や医療機

関の情報が一冊（１５０ページ程度）にまとめられており、市民の毎日の暮らしに役立つ情

報誌として活用していただく事を目的に発行するものです。 

  太田市と㈱サイネックスとの官民協働事業であり、市としては行政情報の提供のみで、配

布を含むすべての経費は、㈱サイネックスが市内企業等から受けた広告料にて作成したもの

です。 

 

【 概 要 】 

１．名  称 「太田市くらしの便利帳」 

 ２．発行部数 １００，０００部  

        内訳 ９７，０００部 市内全世帯配布用 

            ３，０００部 転入世帯用 

 ３．配 布 先 市内の一般家庭全世帯及び転入世帯 

４．配  布 １１月１日（月）から企業によるポスティングで各世帯への配布を開始。 

期間は約１ケ月を予定しており、その後１ケ月程度未配達者や配布トラブル

に対応する。 

 ５．市民周知 「広報おおた」１１月１日にて周知する。 

 ６．利用期間 発行から２年間とし、その間再版はしない。 

 ７．そ の 他  ①市民課、１３行政センター（太田行政センターを除く）、及び東西サービ

スセンターに配置し、世帯転入家庭へ配布。 

        ②発行後利便性を向上するため、便利帳に記載された情報はインターネット

環境を用いた電子書籍化して市のホームページに掲載する。 

        ③市議会議員へは、１０月下旬にタブレットへ配信する。 

 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 市民そうだん課 市民そうだん係 

 内線２４４３ ４７－１８９７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 

 

 



１０月２６日 庁議提出案件           資料No.３   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 楢原 明憲  内線（TEL）３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

新型コロナワクチンの接種状況と市営集団接種第３期スケジュール及び会場閉鎖について 

 

【 目 的 】 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、進捗状況及び今後のスケジュ

ール等を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１．年代別接種状況（10月19日時点VRS実績） 

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 
80代

～ 
不明 小計 

対象者

（人） 
18,190 23,997 26,290 34,585 28,407 24,339 28,755 16,337 - 

200,90

0 

1 

回 

目 

接種者数 

（人） 
12,713 17,628 20,085 28,323 25,416 21,805 26,997 15,237 734 

168,93

8 

接種率 

（％） 
69.9  73.5  76.4  81.9  89.5  89.6  93.9  93.2  - 84.1  

2 

回 

目 

接種者数 

（人） 
9,233 14,891 17,413 25,349 23,595 21,112 26,761 15,047 585 

153,98

6 

接種率 

（％） 
50.8  62.1  66.2  73.3  83.1  86.7  93.1  92.1  - 76.6  

※対象者数は令和3年3月末時点データ（10代：12歳～19歳） 

 

２．集団接種第３期のスケジュール 

・１回目：１１月１３日（土）２回目：１２月４日（土）  午後２時から４時 

  会場：新田保健センター 

 ・１回目：１１月２０日（土）２回目：１２月１１日（土） 午後２時から４時 

  会場：太田市保健センター 

 ・１回目：１１月２７日（土）２回目：１２月１８日（土） 午後２時から４時 

  会場：新田保健センター 

 

３．集団接種終了日  令和３年１２月１８日（土） 

 



４．その他 

 ・１２歳到達者等の接種の機会を確保するため、医療機関での個別接種にて対応予定。 

 ・３回目接種に向けた制度設計、体制確保の調整を進める。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   健康医療部 健康づくり課 管理係（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）４６－５１１５ 



１０月２６日 庁議提出案件             資料No.４  
●内 容 【2.連絡事項 】 

○公 開 【1.可】 

○公開時期【2.委員会・委員会協議会後】 

 

              健康医療部長 氏名 楢原明憲 内線（TEL）3400   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 新春敬老事業コンサートの開催について 

 

【 目 的 】 

   市内在住の７５歳以上の高齢者を対象に、新春にふさわしいコンサートを開催して長寿

をお祝いするとともに、敬老の意を表することを目的とする。 

 

【 概 要 】 

   １ 開催日時   令和４年１月１１日（火）～令和４年１月１４日（金） 

午前の部 午前１０時３０分～１１時５０分 

            午後の部 午後 ２時３０分～ ３時５０分 

２ 会  場   太田市民会館 

   ３ 主  催   太田市・太田市社会福祉協議会 

   ４ 対 象 者   ７５歳以上の高齢者 

            ※１１月１５日基準日で、今年度中に７５歳になる人を含む 

   ５ 出 演 者   ①１１日 午前の部 山本譲二・松原のぶえ・和田青児 

                午後の部 山本譲二・松原のぶえ・和田青児 

           ②１２日 午前の部 綾小路きみまろ、午後の部 水前寺清子 

           ③１３日 午前の部 綾小路きみまろ、午後の部 大月みやこ 

           ④１４日 午前の部 細川たかし、午後の部 細川たかし 

   ６ 募集人数   各回１，０００名 

７ 入 場 料   無料 

   ８ 申込方法   １１月１５日から１１月３０日までに往復はがきで申し込み、 

返信はがきに公演日や座席番号等を記載したものをチケットと 

して使用。 

 

   ９ そ の 他   広報おおた１１月１５日号や行政センターだよりで周知 

            新型コロナウイルスの感染状況により延期の場合有り 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 健康医療部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線 ２５４１ 

４７－１８２９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



１０月２６ 日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線（２８００）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田都市計画道路（本町新井線）の都市計画変更について

【 目 的 】

令和２年６月１５日に公表された太田市都市計画道路（幹線街路）の見直し案において、

廃止候補に分類された太田都市計画道路3.5.30本町新井線について、未完了となっている一

部区間の都市計画を廃止するものです。

【 概 要 】

１ 変更内容

路線名：太田都市計画道路3.5.30本町新井線

内 容：一部区間の都市計画を廃止、車線数の決定

変更前 ： L=1,620ｍ

変更後 ： L=1,230ｍ ２車線

一般県道鳥山竜舞線との交差点より南側の約390ｍ区間の都市計画を廃止する。

２ 今後の主なスケジュール（予定）

関係権利者への説明（書面開催） 令和３年１１月

都市計画原案の閲覧、案の縦覧 令和３年１２月～令和４年１月

市都市計画審議会 令和４年２月

都市計画決定告示 令和４年３月

３ その他

都市計画道路の見直し案公表に用いた平成２７年度実施のパーソントリップ調査以降、市

街化区域へ編入した１２地区の開発交通量を加味しても結果に影響はありません。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ


